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議
案
第
十
二
宮

三
軒
町
単
葉
共
済
条
例
の
1
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
≒
野
町
鼻
･
.
#
共
済
条
例
の
1
敵
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二

年
法
律
窮
｣
ハ
十
七
号
)
　
第
九
十
六
乗
務
一
項
の
耕
定
に
よ
り
､
本
頭
金
の
議
決
を
求
め
る
｡

昭
和
五
十
五
年
三
月
十
1
　
日

三

　

甲

　

町

　

長

松

.

　

村

蕎

　

　

　

伊

笥
孟
責
苦
廿
菖
凍
寒
可
決

三
朝
町
頭
金
璃
長
牧
田
嶺
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三
朝
町
条
例
第

早

三
朝
町
廉
廉
共
済
条
例
の
!
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
農
薬
共
済
条
例
.
(
昭
和
三
十
九
年
三
朝
町
条
例
窮
十
1
号
)
の
1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

目
次
中
｢
-
節
-
施
穀
共
済
(
-
十
八
条
の
二
十
千
第
八
十
八
集
の
-
五
宕
藷
紺

畑
作
物
共
済
　
(
第
八
十
八
条
の
二
十
二
-
第
八
十
八
条
の
四
十
)

周
巷
施
設
共
済
(
第
八
十
八
条
の
四
十
丁
弟
八
十
八
条
の
六
十
讐
｣
に
改
め
る
｡

弟
三
条
窮
1
項
中
｢
及
び
蘭
書
施
設
共
済
｣
を
｢
'
畑
作
物
共
済
及
び
園
芸
施
設
共
済
｣
に
改
め
､
｢

第
四
号
｣
の
下
に
｢
､
畑
作
働
共
済
に
あ
っ
て
吐
窮
五
号
｣
を
加
え
､
｢
第
五
号
｣
を
｢
篇
六
号
｣
に
改

め
､
同
項
第
五
号
を
第
六
号
と
し
､
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
｡

五
　
共
済
目
的
　
大
豆
　
(
次
号
の
特
定
歯
芸
施
設
を
用
い
て
栽
培
さ
れ
て
S
る
も
の
を
徐
く
｡
)

共
済
事
故
　
風
水
等
､
干
害
､
冷
害
､
ひ
よ
う
菩
そ
の
他
気
尭
上
の
原
因
(
地
簾
及
び
唄
火
を
含

む
､
)
　
に
よ
る
炎
等
'
火
災
､
病
虫
害
及
び
鳥
獣
害

第
五
条
第
二
項
中
『
八
　
園
芸
施
設
共
済
割
｣
を

｢
八
　
畑
作
物
共
済
割

九
　
園
芸
禰
殻
共
済
割
｣

忙
改
め
､
同
条
第
三
項

中
｢
又
は
蘭
芸
施
設
共
済
割
｣
を
｢
､
畑
作
物
共
済
割
又
は
歯
芸
施
設
共
済
割
｣
に
､
｢
又
は
第
八
十
八
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条
の
四
十
四
第
一
項
｣
を
｢
又
は
第
八
十
八
轟
の
六
十
三
第
1
項
｣
に
改
め
る
.

第
十
1
条
第
二
項
中
｢
又
は
薗
芸
灘
穀
共
済
｣
を
｢
､
畑
作
物
共
済
又
は
蘭
書
施
設
共
済
｣
に
｢
及
び

園
芸
磯
設
共
済
｣
を
｢
､
畑
作
物
共
済
及
び
園
芸
禰
設
共
済
｣
に
改
め
る
｡

第
十
八
集
中
｢
又
は
果
樹
共
済
｣
を
｢
､
果
樹
共
済
文
は
畑
作
物
共
済
｣
に
改
め
る
.

第
十
九
条
の
三
中
｢
及
び
第
八
十
九
条
の
四
十
四
第
｣
ハ
項
｣
を
｢
及
び
窮
八
十
八
条
の
六
十
三
第
六
項

｣
に
,
'
｢
又
性
第
八
十
八
条
の
二
十
五
累
1
項
の
園
芸
牌
設
共
済
の
申
込
嘗
｣
を
｢
､
串
八
十
八
条
の
二

十
五
窮
1
項
の
畑
作
物
共
済
の
申
込
書
又
は
第
八
十
八
条
の
四
十
四
韓
一
項
の
園
芸
施
設
共
済
申
込
書
｣

に
改
め
る
｡

第
三
十
六
乗
算
二
項
中
｢
農
業
災
害
補
償
法
施
行
規
則
(
唱
和
二
十
二
年
農
林
省
令
■
第
九
十
五
号
｡
以

下

｢

規

則

｣

と

S

う

(

第

七

葺

を

除

-

0

)

.

)

｣

を

｢

規

則

｣

に

改

め

る

｡

第
六
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

第
六
節
　
畑
作
物
共
済

′

(
共
済
関
係
の
,
成
立
)

第
八
十
八
条
の
二
十
二
　
畑
作
物
共
済
の
共
済
閑
係
は
､
共
済
目
的
の
棉
顛
ご
と
及
び
農
作
物
の
年
産
ご

と
に
'
第
八
十
八
条
の
二
十
四
窮
1
項
の
畑
作
物
共
済
資
格
者
が
､
そ
の
者
が
栽
培
す
る
第
三
条
華
1
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っ
払

項
第
五
号
の
農
作
物
(
次
に
掲
げ
る
塵
作
物
を
除
く
｡
次
項
に
お
S
て
｢
対
象
鹿
作
物
｣
と
い
う
.
0
)

の
す
べ
て
を
.
畑
作
物
共
済
に
付
す
る
こ
と
を
申
し
込
み
､
こ
の
町
が
こ
れ
を
東
藷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'

成

立

す

る

も

の

と

す

る

｡

　

＼

1
　
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
檀
頻
等
(
癌
第
雪
一
十
栄
の
十
四
虜
7
塊
の
畑
作
物
共
折
の
共
済
目

J
的
の
稗
類
等
を
い
う
.
以
下
同
じ
｡
)
　
ご
と
の
戎
培
面
積
が
五
ア
ー
ル
に
遷
し
夜
い
鼻
作
物

二
　
次
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
農
作
物

イ
　
畑
作
財
共
済
に
付
さ
れ
る
と
す
れ
ば
共
済
事
故
の
先
生
す
る
こ
と
が
相
当
の
碓
実
さ
を
も
っ
て

見
通
さ
れ
る
こ
と
｡

月
　
当
該
轟
作
物
に
係
る
窮
八
十
八
条
の
三
十
二
の
寒
準
収
樟
竃
の
適
正
な
舟
定
が
出
離
で
あ
る
こ

と
0

ハ
　
当
該
農
作
物
に
係
る
損
等
の
額
の
適
正
円
滑
な
認
定
が
由
難
で
あ
る
L
と
.

ニ
　
当
錬
薦
作
物
に
係
る
収
確
物
が
未
成
熱
の
ま
せ
収
穫
さ
れ
る
こ
ノ
と
そ
の
他
当
夜
鼻
作
物
に
つ

き
通
常
の
肥
培
管
理
が
行
わ
れ
ず
又
は
行
わ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
O

前
項
の
規
定
に
よ
る
凍
詩
旺
｣
第
八
十
八
条
の
二
十
四
.
#
T
項
の
畑
作
物
共
済
資
格
者
が
､
六
月
1

日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
内
に
､
す
べ
て
の
種
癖
の
対
象
塵
作
物
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
ょ
も
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る
申
込
み
を
し
て
S
る
場
合
で
を
け
れ
ば
､
し
夜
い
も
の
と
す
る
O

(
畑
作
物
共
済
へ
の
観
務
加
入
)

第
八
十
八
乗
の
二
十
三
　
こ
の
町
と
の
閲
に
岸
作
物
共
済
又
は
垂
噺
共
済
の
共
済
鱒
係
の
′
存
す
る
者
で
､

第
三
条
第
｢
項
第
五
号
の
廉
作
物
に
つ
き
栽
培
の
業
務
を
営
む
も
の
は
､
次
の
各
号
に
隷
当
す
る
場
合

を
除
き
､
当
該
農
作
物
を
畑
作
物
共
済
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
を
S
o

l
　
こ
の
町
が
当
該
農
作
物
に
つ
い
て
の
前
条
第
1
項
の
規
定
に
ょ
訂
申
込
み
に
つ
き
､
第
八
十
八
集

の
二
十
｣
ハ
の
理
由
に
ょ
り
そ
の
乗
葦
を
拒
ん
だ
場
合
(
同
条
の
理
由
が
な
-
怒
っ
た
場
合
を
除
く
｡
)

二
　
当
該
鼻
作
物
が
r
t
そ
の
者
が
戎
培
す
る
簾
作
物
で
畑
作
.
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
こ
と
の
栽

培
面
碑
が
前
条
第
7
項
第
1
号
に
規
定
す
r
b
面
棟
に
遷
し
丑
S
も
の
で
あ
る
場
合

三
　
当
該
皐
作
■
物
が
前
条
第
1
項
撃
1
号
に
掲
げ
る
事
由
に
藷
当
す
み
巣
作
物
で
あ
る
場
合

(
畑
作
物
共
済
資
格
者
)

霧
八
十
八
桑
の
二
十
四
　
こ
の
町
と
の
間
に
畑
作
物
共
済
の
共
済
関
係
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者

l

は
､
第
三
条
祭
　
丁
項
第
五
号
の
壌
作
物
に
つ
き
栽
培
の
菓
務
を
営
む
者
(
当
該
轟
作
物
の
畑
作
物
共
済

の
共
済
目
的
の
稽
類
等
ご
と
の
栽
培
面
積
の
い
ず
れ
も
五
ア
ー
ル
未
満
で
あ
る
者
を
徐
-
.
)
　
で
辞
二

条
に
規
定
す
る
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
　
(
以
下
｢
畑
作
物
共
済
資
格
者
｣
と
S
う
.
)
　
と
す
る
｡
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r
t
　
こ
の
町
と
の
間
に
畑
作
物
共
済
の
共
済
幽
係
の
存
す
る
者
(
以
下
｢
畑
作
物
共
術
加
入
者
｣
と
S
う
.

)
が
畑
作
物
共
済
資
格
者
で
夜
Y
を
つ
溝
と
き
仕
､
そ
の
時
に
､
当
款
共
済
幽
係
は
消
滅
す
る
も
の
と

す
る
｡

(
畑
作
物
共
済
の
申
込
み
)

第
八
十
八
条
の
二
十
五
　
畑
作
物
共
済
資
格
者
が
第
八
十
八
乗
の
二
十
二
轟
1
項
の
規
定
に
A
i
る
申
込
み

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
､
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
込
書
を
こ
の
町
に
礎
出
し
夜
け
れ
ば
を
ら
を
S
｡

1
　
申
込
者
の
氏
名
及
び
住
所
(
法
人
た
る
畑
件
物
共
鱒
資
格
者
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
名
称
､
そ
の
代

表
者
の
氏
名
及
び
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
)

二
　
共
済
目
的
の
種
類

三
　
顧
地
の
所
在
地
及
ひ
曲
棉
並
び
抵
当
撃
耕
地
に
お
い
て
戎
増
さ
れ
る
慮
作
物
の
品
種
､
栽
培
方
法
､

用
途
及
び
牧
衛
時
期

㌔

由
/
次
粂
空
音
･
の
作
付
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
事
項

五
　
そ
の
他
共
済
目
的
を
明
ら
か
に
す
べ
き
事
項

/

r
1
　
こ
の
町
は
､
第
八
十
八
東
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
ょ
る
申
込
み
を
受
け
た
と
き
は
､
当
該
畑
什

物
共
済
に
係
る
解
八
十
■
八
束
の
二
十
八
に
掲
げ
る
糾
問
の
嫡
始
時
の
十
日
前
ま
で
に
､
当
該
申
込
み
を
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東
諾
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
て
､
こ
れ
を
申
込
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
.

～
)
　
第
1
項
の
申
込
書
に
記
載
し
た
撃
項
に
変
更
　
(
第
八
十
八
集
の
二
十
九
に
規
定
す
る
共
済
目
的
の
異

動
を
除
-
0
)
　
が
生
じ
た
と
き
は
､
畑
作
物
共
済
加
入
者
は
､
避
櫛
を
く
そ
の
旨
を
こ
の
町
に
通
知
し

夜
け
れ
ば
を
ら
夜
S
｡

(
申
込
み
の
東
譜
を
拒
む
場
合
J

窮
八
十
八
条
の
二
十
六
　
こ
の
町
は
､
畑
作
物
共
済
資
格
者
か
ら
車
八
十
八
条
の
二
十
二
第
1
項
の
規
定

に
ょ
る
申
込
み
が
卦
つ
た
場
合
に
お
い
て
'
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
､
嘗
誇
申
込
み

の
幕
諸
を
拒
む
も
の
と
す
る
｡

1
　
そ
の
者
の
如
八
十
八
兵
の
二
十
二
弟
1
項
の
規
定
に
ょ
る
申
込
み
に
係
る
鹿
作
物
が
､
そ
の
者
が

栽
酪
す
る
第
三
余
輩
-
項
第
五
号
の
新
作
物
で
第
八
十
八
条
の
二
十
二
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
申
込

み
が
で
き
る
も
の
の
す
べ
て
で
夜
い
.
こ
と
｡

こ
　
そ
ゐ
者
の
第
八
十
八
桑
の
二
十
二
第
t
項
の
規
定
に
ょ
る
申
込
み
に
係
る
藤
作
物
の
作
付
け
が
次

に
揚
げ
る
作
付
碁
盤
に
藤
合
し
貴
い
こ
と
.

十
　
当
線
畑
作
物
の
作
付
け
が
連
作
耕
地
に
お
け
る
作
付
け
で
倭
い
こ
と
.
た
だ
し
､
有
機
質
肥
料

ノ
L
e
･
確
用
等
に
よ
り
連
作
に
ょ
る
輿
等
が
認
め
ら
れ
夜
S
壌
合
に
は
こ
の
限
-
で
恵
い
.
A

1
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.

　

J

'

(

'

!

畿

　

　

!

J

ロ
　
第
二
条
に
規
定
す
る
区
域
内
に
お
け
る
通
常
の
作
付
体
系
及
.
び
作
付
割
合
に
場
合
し
て
い
る
こ

と
｡

(
共
済
槻
係
の
消
滅
し
を
S
壕
合
)

弟
八
十
八
条
の
二
十
七
　
畑
作
物
共
済
加
入
者
が
住
所
を
窮
二
条
に
規
定
す
る
区
威
外
に
移
転
し
た
た
め

第
八
十
八
条
の
二
十
甲
聖
1
韻
の
規
定
に
ょ
勿
当
該
共
済
関
係
が
消
滅
す
べ
き
場
合
に
か
S
て
､
そ
の

者
が
当
蕗
共
軍
関
係
を
存
続
さ
せ
る
こ
i
J
に
つ
S
て
そ
の
移
転
前
に
こ
の
町
の
凍
話
を
受
け
て
い
た
と

き
は
､
当
該
共
済
関
係
は
､
同
額
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
を
か
存
続
す
る
も
の
と
す
る
｡

r
1
　
前
項
の
東
請
に
は
､
数
十
1
架
弟
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
｡

(
共
済
責
任
期
間
)

窮
八
十
八
条
の
二
十
八
　
畑
作
物
共
済
の
共
済
責
任
励
樹
は
､
発
芽
勧
(
移
梅
智
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
､

移
稗
朗
)
　
か
ら
収
穫
を
す
る
に
至
る
ま
で
の
観
閲
と
す
る
.
0

(
通
知
義
務
)

第
八
十
八
条
の
二
十
九
　
畑
作
物
共
析
加
入
者
は
､
共
滑
白
的
を
譲
渡
し
､
収
嘩
適
糊
前
に
掘
り
戦
わ
､

刈
わ
取
り
､
襟
き
轍
-
若
し
-
は
す
き
<
]
ん
だ
と
き
又
は
法
第
百
二
十
条
の
十
g
l
患
1
項
の
規
定
に
ょ

ゎ
栽
培
方
法
等
に
応
ず
る
旦
分
が
定
め
ら
れ
た
共
済
目
的
の
.
相
通
に
係
る
共
済
目
的
に
つ
い
て
の
栽
培



■
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方
法
等
包
囲
項
の
規
定
に
ょ
わ
宥
め
ら
れ
た
区
分
で
当
該
共
済
目
的
に
通
庸
さ
れ
る
鴇
の
に
係
る
栽
培

方
法
等
以
外
の
も
の
へ
変
更
し
た
と
き
は
､
遅
滞
夜
-
､
そ
の
旨
を
こ
の
町
に
油
如
し
な
け
れ
ば
怒
ら
七

夜
S
｡

(
加
入
者
負
担
共
済
掛
金
の
金
噂
及
び
そ
の
徴
収
方
法
)

第
八
十
八
条
の
三
十
　
畑
作
物
共
済
に
係
る
加
入
者
観
相
共
済
掛
金
の
余
塵
は
､
畑
作
物
共
贋
の
共
済
目

的
の
種
類
等
ご
と
に
'
当
家
畑
作
物
共
済
加
入
者
に
係
る
共
済
金
観
に
当
諌
畑
作
物
共
済
の
共
帝
目
的

の
痩
類
､
等
に
係
る
筑
八
十
八
束
の
三
十
三
の
共
済
掛
金
率
を
､
乗
じ
て
棉
た
金
額
か
ら
､
当
諌
共
済
金
綿

に
当
務
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
纏
撃
等
把
係
る
撃
嘉
に
税
崇
す
る
区
域
の
属
す
る
危
輪
情
報
の

畑
作
物
基
準
共
済
掛
金
率
(
法
第
百
二
十
覇
の
十
五
轟
7
項
の
畑
作
物
基
準
共
済
掛
金
率
を
い
う
.
以

下
同
じ
｡
)
を
乗
じ
て
梢
た
金
楯
の
五
分
の
三
に
相
当
す
る
金
額
を
差
し
引
い
て
碍
た
金
額
と
す
る
0

2
　
窮
五
条
第
四
項
の
規
窪
は
､
前
項
の
加
入
者
負
担
共
衝
掛
金
の
徴
収
に
つ
S
て
嫁
用
す
る
,
 
O

(
加
入
者
魚
類
共
済
掛
金
の
納
期
限
)

第
八
十
八
条
の
三
十
l
　
琉
八
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
わ
こ
の
町
と
の
間
に
畑
作
物
共
済

の
共
済
関
係
が
成
立
し
た
者
は
､
畑
俸
物
共
済
に
係
る
加
入
者
負
担
共
済
掛
金
を
ノ
七
月
十
五
日
ま
で
に

こ
の
町
に
納
付
し
夜
け
れ
ば
を
ら
夜
S
o

I

 

q

　

,

I

,

lE

t

　

　

〓



脅

　

,

p

(
共
済
金
額
)

綿
<
十
八
条
の
三
十
±
　
畑
作
物
共
満
の
共
済
金
租
は
､
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
･
機
軸
等
ご
と
及
び

畑
作
物
共
済
加
入
者
ご
と
に
､
立
位
当
た
り
共
済
金
組
に
､
当
該
畑
作
物
共
済
加
入
者
が
当
該
畑
作
物

共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
た
る
鱒
作
物
の
耕
作
を
行
う
新
地
ご
と
の
､
-
線
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的

の
穐
親
等
に
係
ノ
る
基
準
収
讐
芸
合
計
の
百
分
の
七
十
(
大
豆
陀
あ
っ
て
は
百
分
の
八
十
)
に
相
当
す

る
教
を
宋
じ
て
祷
た
金
観
と
す
る
｡

r
1
　
前
項
の
単
位
当
,
 
･
苛
共
済
金
衛
は
､
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
檀
軸
等
ご
と
に
､
竺
発
の
規
定

す
る
区
域
.
の
属
す
る
法
第
百
二
十
条
の
十
四
璽
1
境
の
規
定
匠
よ
り
主
務
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
係
る

倒
壊
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
定
め
た
二
以
上
の
金
額
の
う
ち
の
芸
嶺
の
金
塊
と
同
額
と
す
る
.

3
　
竺
項
の
基
準
堺
棒
嶺
は
､
法
第
盲
二
十
条
の
十
四
聖
1
項
の
主
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
に
従
S
こ

の
町
が
定
め
る
｡

l

(
共
済
掛
金
率
)

第
八
十
八
条
の
三
十
三
　
畑
作
物
共
鱗
の
共
済
掛
金
輩
は
､
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
檀
額
等
ど
七
に
､

撃
1
栄
に
規
定
す
る
区
域
の
腐
す
る
危
険
暗
級
の
畑
作
物
基
準
共
済
掛
金
率
と
同
軍
と
す
る
｡



(
畑
作
物
共
済
掛
金
率
等
l
窟
表
の
備
凄
さ
及
び
蘭
常
)

第
八
十
八
条
の
三
十
四
　
町
長
は
､
畑
作
物
共
済
の
共
済
掛
金
率
､
共
済
掛
金
率
の
う
ち
畑
作
物
共
済
加

入
者
が
負
担
す
る
部
分
の
翠
､
単
位
当
た
り
共
済
金
額
等
を
記
威
し
た
畑
作
物
共
済
掛
金
率
等
t
覧
表

を
作
成
し
､
こ
れ
を
町
役
場
に
備
え
て
鹿
か
夜
け
れ
ば
怒
ら
を
い
.

r
1
　
町
長
は
､
共
済
目
的
の
稽
難
ご
と
に
､
毎
年
､
撃
八
十
八
条
の
二
十
二
霧
二
項
の
申
込
鰯
.
闇
が
開
始

す
る
日
の
十
日
前
ま
で
に
､
前
項
に
掲
げ
る
事
韻
を
公
示
し
浸
け
れ
ば
夜
ら
夜
い
.

r
y
)
　
畑
作
物
共
済
加
入
者
は
t
 
S
つ
で
も
､
窮
1
項
の
岬
作
物
共
締
掛
金
率
等
1
覧
表
の
閲
幣
を
求
め
.
る

こ
と
が
で
き
る
｡

I

(
共
靖
金
の
支
払
額
)

第
八
十
八
乗
の
三
十
五
　
畑
作
物
共
済
に
係
る
共
済
金
は
､
畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
稀
鯛
等
ご
と
及

び
畑
作
物
莱
炉
加
入
者
ど
と
に
､
当
醸
畑
作
物
共
済
加
入
者
が
当
該
珊
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類

等
た
る
鼻
作
物
の
耕
作
を
行
う
耕
地
ご
と
の
共
済
事
故
に
よ
る
共
済
日
田
の
減
収
竜
(
そ
の
耕
地
の
基

準
収
穣
意
か
ら
法
第
九
十
八
条
の
二
の
主
酵
大
臣
が
崇
め
る
準
則
に
従
っ
て
認
定
さ
れ
た
そ
の
年
に
お

け
る
そ
の
耕
地
の
収
稗
貴
を
差
し
引
い
て
得
た
収
骨
を
い
う
も
の
と
し
､
第
八
十
八
条
の
二
十
八
の
発

衰
期
又
ぬ
移
棉
鋤
に
卦
S
て
共
済
車
故
に
よ
り
発
芽
せ
.
ず
又
は
移
植
で
き
夜
か
つ
た
癖
地
に
つ
い
て
は
､

lit

■

　

　

　

4

　

.

.

i

d
･
l
L
)
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そ
の
差
し
引
S
て
祷
た
数
竜
を
法
窮
百
二
十
条
の
十
六
雪
盲
の
主
祷
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
適

薬
し
て
得
た
教
壇
を
い
う
も
の
と
す
る
.
)
の
合
計
が
当
該
耕
地
こ
と
の
当
課
畑
作
物
共
済
の
共
済
目

附
の
纏
親
等
に
係
る
基
準
収
穫
寵
の
合
計
の
首
分
の
三
千
(
大
豆
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
十
)
を
超
え

た
場
.
合
に
爵
八
十
八
条
の
三
十
二
粛
1
項
の
単
位
当
た
り
共
済
金
鹿
に
そ
の
他
え
た
部
分
の
数
寵
に
相

当
す
る
教
を
乗
じ
て
得
た
金
鶴
に
相
当
す
る
金
組
と
す
る
｡

(

共

済

金

額

の

削

滅

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

鰐
八
十
八
条
の
三
十
六
し
こ
の
町
は
､
畑
作
物
共
済
の
共
済
金
の
支
払
控
不
足
後
生
ず
る
場
合
に
は
､
畑

作
物
区
分
(
1
の
畑
作
物
共
済
再
保
険
区
分
(
法
科
百
三
十
四
東
窮
幽
韻
の
畑
作
物
共
準
再
保
険
区
分

I

を
J
い
う
｡
)
に
鶴
す
る
畑
作
物
共
掛
の
共
輯
月
附
の
確
執
等
の
う
ち
同
T
の
共
済
目
的
打
棒
頭
に
属
す

る
畑
作
物
共
済
の
共
旗
日
的
の
滝
頭
等
を
合
わ
せ
た
区
分
に
よ
る
.
払
分
を
い
う
｡
以
下
同
じ
.
)
　
ご
と

に
､
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
嶺
の
合
計
柏
を
そ
の
支
払
に
充
て
を
お
不
足
を
生
ず
る
.
場
合
に
限
り
､
共

済
金
周
を
削
減
.
す
る
こ
と
が
で
き
る
.

t
　
当
該
畑
作
物
区
分
に
偏
る
珂
九
十
三
条
覇
四
境
の
不
足
金
て
ん
.
葡
準
値
金
の
金
墳

二
　
当
額
畑
作
物
区
分
に
係
る
軍
九
十
七
束
観
望
韻
の
特
別
韓
立
金
の
余
塵



■■

苫

三

　

　

線

デ

　

　

甘

o
専
r
Y
等
｢
孝
嘩
酢
･
3
輩
史
ユ
C
7
7
g
¥
酢
箪
¥
審

判
〉
1
葦
暮
葦
争
Ⅹ
百
雷
孝
堀
墾
9
才
･
封
等
隙
等
±
1
1
8
蓉
V
+
V
鱒
畔
暑
Y
叫
塵
半
切
朝
野
r

(
.
〉
撃
尊
重
n
･
¥
u
呼
孝
･
J
l
喝

孝
V
r
y
三
芸
事
酢
雷
専
守
諾
r
"
喝
孝
V
r
y
昨
血
,
e
)
三
頂
r
Y
¥
｢
孝
喝
.
3
･
1
8
蕃
史
判
Ⅹ

b
k
芸
酢
卑
V
r
l
-
三
才
封
¥
軒
を
¥
患
若
草
皆
＼
皐
⊂
胡
散
専
制
蓋
蛮
曾
山
皆
封
書
畠
虹

ヽ

鱒
う
望
三
強
警
貨
笠
±
-
8
･
#
V
+
V
態
三
鯛
7
q
L
峨
現
車
芸
封
ヤ
i
S
I
由
醤
宗
J
撃
8
セ
哲

由
嚢
哀
し
g
;
草
壊
嶺
穎
畢
鴎
瑚
断
¥
1
毒
せ
哲
串
芋
7
-
[
梅
e
)
軒
l
望
l
±
L
I
S
等
V
+
V
擦

o
専
守
耳
1
孝
喝
畢
e
)
嵩
j
t
r
u
T
劫
¥
酢
孝
¥
蜜
判
〉
｢

貨
革
発
刊
Ⅹ
普
遍
喝
鮮
管
丁
封
義
解
-
=
鰭
判
Ⅹ
空
軍
輩
¥
+
携
畔
宴
Y
埠
出
芽
瑚
朝
斬

o
皐
r
t
耳
u
呼
を
年
碑
胡
些
配
管
了
封
書
粧
e
)
望
i
寮
弾
幕
Y
叱
嫡
半
輪
軸
即

Q
皐
r
t
¥
C
晋
卑
紫
野
管
了
封
等
櫓
1
8
軒
｢
璃
竺
1
1
鱒
昨
暑
Y
畔
地
,
W
嚇
朝
斬

o
管
阜
r
t
･
.
8
年
管
叫
琴
卑
･
5
:

草
冨
喜
J
専
-
讐
-
-
-
埋
¥
J
･
-
-
J
刊
7
W
韓
-
　
斗
±
芸
事
V
+
V
鱒

(
喪
鼻
等
.
8
顎
苓
B
等
5
.
/
Y
f
)
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で

.
1
　
こ
の
町
は
､
法
第
首
二
十
集
の
十
四
粛
1
功
の
規
定
に
よ
り
戒
壇
方
法
に
応
ず
る
区
分
が
定
め
ら
れ

た
共
済
目
的
の
痩
類
に
係
る
韓
作
物
に
つ
き
､
薦
′
作
物
共
済
加
入
者
が
そ
の
栽
培
方
法
を
阿
項
の
規
定

に
よ
か
定
め
ら
れ
潅
区
分
で
当
該
鹿
作
物
に
通
用
Y
U
れ
る
も
の
に
陳
r
b
準
塔
万
感
以
外
の
も
の
に
変
更

し
た
場
合
に
は
､
そ
の
変
史
の
賠
巣
通
常
生
ず
べ
き
損
失
の
鞄
に
つ
い
て
は
､
当
寧
畑
作
物
共
済
加
入

者
に
対
し
て
共
済
金
の
支
払
の
義
務
を
有
し
な
h
d

j
　
こ
の
町
は
､
畑
作
物
共
済
加
入
者
が
構
物
防
疫
法
の
規
程
に
撃
反
し
た
嶺
合
に
は
､
当
撃
癌
反
行
為

の
結
果
通
常
生
ず
べ
き
損
失
の
額
に
つ
い
て
は
､
当
該
畑
作
物
共
済
加
入
者
に
対
し
て
共
塀
金
の
支
払

/

の
嘘
務
を
有
し
を
い
.

(
共
済
塵
係
の
解
除
)

窮
八
十
八
条
の
三
十
八
　
蔚
八
十
八
栄
の
二
十
二
窮
一
項
の
申
込
み
の
哀
話
の
当
時
､
畑
作
物
共
済
資
格

者
が
悪
意
若
し
-
は
菓
大
濠
過
失
に
よ
っ
七
意
蛍
を
事
実
を
告
げ
ず
又
は
真
筆
な
事
項
に
つ
き
不
実
の

こ
と
を
告
げ
た
と
き
は
､
こ
の
町
が
そ
の
事
業
智
知
り
又
は
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
か
っ
た
と
き
を
挽

き
､
こ
の
町
は
､
当
錬
畑
作
物
共
額
の
共
済
蘭
係
を
将
来
に
向
か
っ
て
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
.
良

だ
し
､
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
の
東
緒
の
時
か
ら
六
月
又
は
こ
の
町
が
解
除
の
麻
因
を
知
っ
た
時



メ-_∫

か

ら

1

月

を

縫

過

し

た

と

き

は

､

こ

の

恨

少

で

夜

h

D

.
1
　
爵
八
十
八
轟
の
二
十
五
.
#
二
項
空
音
か
ら
窮
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
嘉
項
は
､
前
項
の
葺
瀞
を
事
実

ヌ
は
葦
嬰
夜
単
項
と
み
夜
す
｡

j
　
こ
の
町
は
'
共
済
事
故
が
生
じ
た
&
}
･
忙
か
い
て
讐
項
の
規
定
に
ょ
-
畑
作
物
共
済
の
共
済
関
係
を

解
除
し
た
場
合
で
あ
つ
て
も
､
そ
の
鴇
等
を
て
ん
禰
す
る
責
め
に
任
じ
凌
h
o
も
し
既
に
共
済
金
を
支

払
っ
て
い
た
と
き
竺
こ
の
町
は
そ
の
返
寵
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
,
き
る
｡
た
麗
し
､
当
課
共
済
事
故

が
そ
の
告
げ
を
か
っ
た
車
乗
又
は
告
げ
.
た
不
実
の
こ
と
に
華
つ
か
を
い
こ
と
を
畑
作
物
共
済
加
入
者
が

㌔

証

明

し

た

と

き

は

､

こ

の

限

り

で

夜

い

.

年
　
畑
作
物
共
済
加
入
者
が
正
当
を
理
由
が
を
い
の
に
第
八
十
八
条
の
:
手
1
の
規
定
に
よ
る
納
付
を
遅

滞
し
た
と
き
は
､
こ
の
町
は
'
当
,
評
畑
作
物
共
済
の
尭
済
幽
係
を
解
除
す
る
′
も
の
と
す
る
.

(
共
済
金
支
払
額
､
滅
収
蛍
等
の
公
表
)

第
八
十
八
集
の
三
十
九
　
己
の
町
は
､
共
済
金
の
支
払
確
の
決
韓
壌
遅
滞
を
-
､
畑
作
物
共
済
加
入
者
ご

と
に
､
共
帝
金
の
支
払
額
､
碍
八
十
八
条
の
=
!
+
五
の
儀
収
賓
､
共
済
令
の
支
払
闘
日
及
び
支
払
方
法

を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
｡

(
無
事
戻
し
)

<
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第
八
十
八
集
の
四
十
　
こ
の
町
は
､
畑
作
物
共
済
に
つ
い
,
t
J
r
　
畑
作
切
直
分
ご
と
に
､
毎
会
計
年
置
､
畑

作
物
共
済
加
入
者
が
自
己
.
の
賓
め
に
嫡
す
べ
､
き
華
由
が
葱
い
あ
に
次
の
各
号
の
1
児
該
当
す
る
場
合
に

は
､
諌
会
の
議
決
を
軽
て
､
当
該
会
計
年
度
の
前
三
会
計
年
鑑
樹
に
共
済
貴
任
如
蘭
が
柄
了
し
た
共
済

舶
係
に
儀
る
加
入
者
負
担
共
済
掛
金
(
以
下
こ
の
適
に
お
い
て
｢
黄
粉
掛
金
Ⅶ
入
者
負
担
分
｣
と
い
う
｡
′

)
　
の
二
分
の
1
に
相
当
す
る
金
額
(
当
該
前
三
会
計
年
度
間
に
共
騨
金
の
支
払
を
受
け
又
は
当
該
会
計

年
度
の
前
二
会
計
年
度
尚
に
こ
の
栄
の
規
定
に
ょ
る
無
事
涙
金
の
支
払
を
受
け
た
と
き
は
'
当
惑
二
各

の
1
1
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
当
該
共
済
金
及
び
当
該
無
筆
庚
金
の
合
計
金
額
を
差
し
引
S
て
得
た
金
額
)

を
限
度
と
し
て
､
当
該
畑
作
物
共
済
加
入
者
に
対
し
て
無
筆
尻
し
を
す
る
も
の
と
す
る
｡

1
　
当
該
会
計
年
度
の
約
三
会
計
年
鑑
に
わ
た
り
共
済
金
の
支
払
を
受
け
覆
い
と
き
(
当
該
会
計
年
度

の
前
二
会
計
年
鑑
間
に
無
事
戻
金
の
支
払
を
受
け
た
場
合
に
か
S
て
､
当
該
無
事
戻
金
の
金
額
が
共

済
掛
金
加
入
者
負
担
分
の
二
分
.
の
-
忙
相
当
す
る
金
塊
以
上
の
金
観
で
あ
溝
と
き
を
除
-
0
)
0

二
　
当
､
款
会
計
年
度
の
前
三
会
計
年
度
蘭
に
支
払
を
受
け
た
共
街
金
の
金
額
が
共
済
掛
金
加
入
者
負
麺

分
の
二
分
の
1
忙
相
当
す
る
金
額
(
当
該
会
計
年
撃
の
前
二
会
計
年
度
間
に
無
事
戻
金
の
支
払
を
受

け
た
と
き
は
'
当
撃
妄
り
の
1
に
相
当
す
る
畢
額
か
ら
当
該
縄
専
戻
金
の
金
額
を
差
し
引
い
て
得
た

金

額

)

　

に

満

た

を

S

と

き

｡
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Eコ1

r
7
　
こ
の
町
が
前
項
の
棉
定
に
ょ
わ
無
事
戻
し
を
す
る
金
観
は
､
当
鼓
畑
作
物
区
分
に
係
る
鮮
九
十
七
集

第
四
線
の
萄
別
梼
立
金
の
金
額
に
当
該
畑
作
物
区
分
に
つ
き
息
収
県
鱒
素
共
済
組
合
連
合
会
か
ら
規
則

寮
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
金
額
を
′
加
え
た
金
額
を
増
え
夜
い
も
の
一
と
す
る
｡

鱒
二
章
第
六
蘭
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
.

窮
七
節
　
開
業
禰
設
共
鮮

-
(
共
済
関
係
の
成
立
)

第
八
十
八
条
の
四
十
1
　
槻
雲
嫡
設
共
済
の
共
滞
鞘
係
は
､
準
崇
潮
芸
萌
殻
と
と
に
､
君
八
十
八
条
の
四

十
三
審
1
項
の
昭
芸
牌
鞍
共
済
資
格
者
が
'
そ
の
者
が
所
有
し
又
は
背
理
す
る
婚
家
園
芸
補
給
を
漸
芸

璃
裡
共
膚
に
付
す
る
こ
と
を
申
込
み
､
こ
の
町
が
こ
れ
を
汝
諾
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
'
成
立
す
る
も

の
と
す
る
｡

r
1
　
前
項
の
規
定
に
よ
.
p
Q
承
諾
は
､
辞
八
十
八
条
の
四
十
三
第
1
項
の
鮒
芸
施
設
共
済
資
格
者
が
帝
定
園

芸
摘
韓
の
所
有
者
で
あ
る
と
き
は
､
そ
の
者
が
所
有
す
る
特
定
圃
菩
棉
隷
　
(
当
該
特
定
園
芸
椀
静
の
う

ち
に
次
の
各
号
に
紡
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
韓
定
蘭
書
柵
穀
又
は
園
芸
璃
設
共
済
に
付
し
た
特
億
園
芸

確
静
が
あ
る
と
き
は
､
こ
れ
ら
の
特
定
蘭
書
棉
設
以
外
の
革
帯
園
芸
鴇
鞍
)
　
の
す
べ
て
に
つ
い
て
軒
項

の
規
定
に
ょ
る
申
込
み
を
し
て
い
る
場
合
で
夜
け
れ
ば
､
し
を
い
も
の
と
す
る
.

＼

㌔

一

　

　

　

d

r
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一
園
芸
施
設
共
済
に
付
さ
れ
る
と
す
れ
ば
共
済
事
故
の
発
生
す
る
こ
と
が
頼
当
の
確
実
さ
を
も
っ
て
見

･

適

さ

れ

る

こ

と

.
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一

二
　
当
鼓
特
定
蘭
軍
施
設
に
係
る
損
害
の
露
の
適
正
円
滑
を
認
定
が
幽
塊
で
あ
る
こ
と
･
そ
の
他
当
該
特

定
蘭
書
施
設
に
つ
き
通
常
の
管
理
が
行
わ
れ
ず
又
は
行
わ
れ
を
い
か
そ
れ
が
あ
る
こ
と
.

(
親
書
施
設
共
済
へ
の
強
務
加
入
)

弟
八
十
八
栄
の
四
十
二
　
こ
の
町
と
の
尚
に
億
作
物
共
済
又
は
蛮
鞠
共
済
の
共
済
舶
係
の
存
す
る
者
で
､
･
#

定
歯
芸
施
設
を
所
有
す
る
も
の
は
､
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
厭
き
､
そ
の
者
が
所
有
す
る
特
定
蘭

書
施
設
を
蘭
芸
施
設
共
済
に
付
き
浸
け
れ
ば
怒
ら
を
い
.

一
当
､
酪
特
定
望
蒜
殻
が
前
条
聖
7
項
各
亘
に
鵡
げ
る
事
由
空
軍
当
す
る
特
定
慧
蒜
殻
で
あ
る
場
合

二
　
当
該
特
定
園
芸
施
設
が
園
芸
嶺
設
共
済
に
付
し
た
.
特
定
園
芸
施
設
で
あ
る
場
合

三
　
当
該
特
定
園
芸
施
設
が
､
そ
の
所
有
し
又
は
管
理
す
る
特
定
蘭
書
施
設
の
穀
盤
面
椅
(
屋
根
及
び
外

壁
の
主
賓
部
分
が
ガ
ラ
ス
に
ょ
り
造
ら
れ
て
い
る
特
定
働
芸
苫
施
設
(
以
下
｢
ガ
ラ
ス
室
｣
と
S
う
.
)
r
.

の
設
唐
面
積
に
あ
っ
て
r
%
'
当
該
改
革
面
積
誓
言
乗
じ
て
棉
た
圃
積
o
以
下
同
じ
｡
)
の
合
計
が
二

ア
ー
ル
束
繭
で
あ
る
者
が
所
有
す
る
特
定
轡
芸
碗
設
で
あ
る
場
合



(
園
芸
椀
鞄
共
済
資
格
者
)

岩
八
十
八
条
の
四
十
三
　
こ
の
町
と
の
間
に
園
芸
施
設
共
輪
の
共
済
槻
係
を
成
立
亨
T
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者

は
､
次
に
掲
げ
る
凝
件
の
す
べ
て
を
備
え
て
い
る
者
(
そ
の
者
が
所
有
し
又
は
管
理
す
る
特
定
園
芸
凍
静

の
設
謄
両
帝
の
合
計
が
二
ア
ー
ル
未
滴
で
あ
る
者
を
除
-
o
以
下
｢
園
芸
施
設
共
済
蝉
格
者
｣
と
い
う
O

)
　
と
す
る
｡

一
　
特
定
圃
芸
棟
殻
を
所
有
し
又
は
管
理
す
る
者
で
轟
薫
を
営
む
も
の
で
あ
る
こ
と
｡

二
　
第
二
条
に
樹
定
す
る
区
域
内
に
偉
所
を
有
す
る
こ
と
.

＼

r
1
　
こ
の
町
と
の
間
に
園
芸
施
設
共
済
の
共
済
癌
係
の
存
す
る
者
(
以
下
｢
園
芸
蘭
設
共
済
加
入
者
｣
と
い

ぅ
｡
)
　
が
開
票
穐
設
共
済
資
格
者
で
貴
く
売
っ
た
と
き
は
､
そ
の
時
に
､
当
該
共
済
観
係
は
消
滅
す
る
も

の
と
す
る
｡

(
蘭
書
旅
設
共
済
の
申
込
み
)

第
八
十
八
条
の
四
十
四
　
園
芸
廊
設
共
済
蛍
格
者
が
窮
八
十
八
条
の
四
十
一
層
1
項
の
規
定
に
ょ
る
申
込
み

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
､
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
込
書
を
.
こ
の
町
に
演
出
し
怠
け
れ
ば
奇
ら
貴
い
｡

1
　
申
込
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
(
法
人
た
る
開
票
施
設
共
済
資
格
者
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
名
称
､
そ
の
代

表
者
の
氏
名
及
び
そ
の
車
務
所
の
所
在
地
)

▲
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.
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)

.

二
　
特
定
園
芸
施
設
の
構
造
'
材
質
､
所
在
地
､
経
過
年
奴
及
び
磯
伐
期
閲

三
　
脚
帯
施
設
の
痛
感
及
び
経
過
年
初

四
　
施
設
内
轟
作
物
の
柏
類
､
栽
培
面
積
及
び
栽
培
期
間

車
　
そ
の
他
共
輪
目
的
を
明
ら
か
に
す
べ
き
事
項

r
Y
　
こ
の
町
は
､
第
八
十
八
条
の
細
り
十
二
掬
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
を
受
け
た
と
き
は
､
当
該
申
込
み

を
寮
講
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
l
し
て
､
こ
れ
を
申
込
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
.

r
y
l
　
第
7
項
の
申
込
書
に
記
載
し
た
事
項
に
変
兇
　
(
轟
八
十
八
条
の
四
十
八
に
規
定
す
る
共
済
目
的
の
異
動

を
除
-
.
)
　
が
生
-
じ
た
と
き
は
､
薗
芸
施
設
共
済
f
5
人
者
は
､
連
滞
在
く
､
そ
の
旨
を
こ
の
町
に
通
知
し

を
け
れ
ば
浸
ら
な
い
o

(
申
込
み
の
東
藷
を
拒
む
磯
合
)

第
八
十
八
条
の
四
十
五
　
こ
の
町
は
､
特
定
園
芸
施
設
を
背
理
す
る
園
芸
相
殺
共
折
資
格
者
か
ら
弗
八
十
八

集
の
瑚
十
1
番
1
項
の
塊
定
に
ょ
る
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
に
か
い
て
､
そ
の
者
が
共
済
事
故
に
ょ
る
損

害
に
つ
S
て
当
該
特
定
寓
芸
璃
投
の
所
有
者
に
対
し
て
塵
状
固
佃
範
頼
を
負
っ
て
S
夜
い
と
き
､
当
韓
申

込
み
に
係
る
特
定
蘭
書
禰
殻
が
韓
八
十
八
栄
の
四
十
二
i
t
I
T
二
塊
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
き
又

は
､
当
諌
締
込
み
に
係
る
特
定
蘭
芸
歴
穀
が
桓
霊
魂
穀
共
碑
に
付
し
た
尊
宅
副
業
髄
殻
で
あ
る
と
き
は
'



当
落
申
込
み
の
承
韓
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
｡

(
共
滞
閲
係
の
痛
撃
し
覆
い
鶴
合
)

第
八
十
八
菜
の
四
十
六
.
慧
蒜
設
共
済
加
入
者
が
住
所
を
空
嘉
に
規
定
す
る
区
域
外
に
移
転
し
た
た
め

轟
八
十
八
条
の
四
十
三
望
遠
の
規
定
に
よ
-
当
線
共
済
廟
係
が
消
癖
す
べ
き
場
合
に
か
い
て
､
そ
の
者

が
当
絃
共
済
纏
係
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
つ
1
て
そ
の
移
転
前
に
と
の
町
の
承
諾
を
受
け
て
い
た
と
き
は

当
許
共
済
蘭
係
仕
､
同
頂
の
柑
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
を
や
存
繍
す
る
も
の
と
す
る
･

r
N
　
前
項
の
東
署
に
は
､
寅
十
-
集
窮
二
項
の
規
程
を
准
庸
す
る
｡

(
共
済
責
任
軸
御
)

帯
八
十
八
条
の
四
十
七
　
望
蒜
殻
共
輪
の
華
覇
者
任
和
樹
は
､
こ
の
町
が
望
蒜
設
共
桁
加
入
者
か
ら
加

入
者
負
程
共
済
掛
金
の
納
付
を
せ
け
た
日
の
翌
日
か
ら
1
年
蘭
と
す
る
｡

r
l
　
こ
■
の
町
は
､
次
に
捧
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
望
蒜
■
穀
共
済
の
共
構
腐
係
に
つ
い
て
は
｣
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
､
当
韓
共
蝉
裾
係
に
係
る
漸
書
簡
甜
共
済
加
入
者
と
の
覇
辞
に
よ
り
､
当
該
共
済
関
係
に

係
る
共
滞
常
任
･
糾
関
空
ハ
静
月
以
上
1
年
束
縛
(
第
1
号
に
掲
げ
る
事
由
に
諌
当
す
る
園
芸
施
設
共
済
の

共
済
蘭
係
に
係
る
共
済
寅
任
鰯
間
に
あ
つ
て
は
､
1
年
未
満
)
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
0

1
　
共
済
常
任
新
聞
の
始
鋸
又
は
終
即
を
析
一
す
る
必
巣
が
あ
る
こ
と
｡
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や

二
　
当
該
特
定
園
芸
施
設
の
設
薗
期
間
が
周
年
で
夜
い
こ
と
｡

三
　
当
款
特
定
歯
芸
施
設
の
破
顔
期
間
が
周
年
で
夜
-
､
破
顔
し
て
S
な
い
期
間
中
は
'
施
設
園
芸
の
用

に
供
し
を
い
こ
と
｡

(
通
知
義
務
)

第
<
十
八
条
の
g
l
十
八
　
園
葛
施
設
共
済
加
入
者
は
､
共
済
目
的
を
譲
渡
し
､
秘
転
し
､
解
体
し
､
増
築
し

若
し
く
は
改
築
し
た
と
き
､
共
済
目
的
の
構
造
若
し
く
は
材
賓
を
変
更
し
た
と
き
､
､
共
済
目
的
が
共
済
軍

政
以
外
の
事
由
把
よ
り
破
損
(
感
激
を
も
の
を
除
く
｡
)
若
し
く
は
滅
失
し
た
と
き
(
破
指
し
た
と
き
に

あ
つ
て
は
､
そ
の
微
音
が
顧
徹
夜
と
き
を
鹸
-
0
)
共
済
目
的
を
他
の
保
険
若
し
く
は
共
済
に
付
し
た
と

巷
､
施
設
内
農
作
物
の
種
類
若
し
-
は
栽
増
期
間
を
変
東
し
た
と
き
､
施
設
内
塵
作
物
が
発
芽
し
た
と
き

又
壮
施
設
内
農
作
物
を
移
植
し
た
と
き
は
'
連
滞
な
-
､
そ
の
旨
を
こ
の
町
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
患

い
｡(

加
入
者
負
担
共
済
掛
金
の
金
額
)

窮
八
十
八
条
の
四
十
九
　
魔
芸
施
穀
共
済
に
係
る
加
入
者
負
担
共
済
掛
金
の
金
額
は
､
共
済
金
額
に
第
八
十

八
条
.
Q
五
十
二
の
共
済
掛
金
峯
を
乗
じ
て
得
た
金
額
(
第
八
十
八
条
の
四
十
七
舞
二
項
の
規
定
に
よ
り
1

年
未
満
と
さ
れ
た
共
済
責
任
拡
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
'
当
落
金
額
に
別
記
の
係
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
)



∫)､

か
ら
そ
の
二
分
の
T
に
相
当
す
る
金
額
(
そ
の
金
街
が
法
窮
十
三
条
の
玉
.
の
主
務
大
臣
の
定
め
る
金
額
を

超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
竺
そ
の
主
務
大
臣
の
定
め
る
金
額
)
を
差
し
弘
い
て
得
た
金
鞄
と
す
る
｡

(
加
入
者
免
租
共
済
掛
金
の
納
離
礁
)

第
八
十
八
集
の
五
十
　
窮
八
十
八
条
の
蛸
十
1
第
l
項
の
規
定
だ
よ
る
申
込
み
を
し
た
者
は
､
第
八
十
八
条

の
四
十
四
爵
二
項
の
承
蕗
の
通
.
知
が
到
達
し
た
日
の
発
日
か
ら
起
算
し
て
l
適
周
以
内
に
蘭
書
璃
設
共
済

に
係
る
加
入
者
負
担
共
済
掛
金
を
こ
の
町
に
納
付
し
夜
け
れ
ば
な
ら
を
.
S
o

r
l
　
霊
に
規
定
す
る
納
朗
唱
を
過
ぎ
て
-
者
共
済
掛
金
の
納
付
を
受
け
た
と
き
は
､
こ
の
町
は
､
改
め

て
窮
八
十
八
条
の
四
十
妄
蒜
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
が
あ
っ
た
も
め
と
み
夜
し
て
取
り
顔
う
も
の
と

す
る
｡

.
n
　
蔚
五
条
第
四
項
の
規
定
は
､
第
1
項
の
納
付
に
つ
い
て
重
用
す
る
U

(
共
済
金
歯
)

第
八
十
八
費
の
五
十
7
　
園
芸
椀
韓
共
済
の
共
済
金
額
は
､
特
定
園
芸
施
設
(
聖
7
,
#
琴
四
項
の
.
規
定
に
よ

I

り
共
済
目
的
と
し
た
附
帯
摘
韓
又
は
施
設
内
藤
作
物
を
含
む
.
以
↑
｢
特
定
讐
蒜
殻
等
｣
と
S
う
.
)

･

+
U
と
に
､
共
済
価
額
の
百
分
の
五
十
寄
ら
ず
､
共
済
価
額
の
百
分
の
八
十
を
商
え
な
1
範
鞠
内
に
お
i

て
'
第
八
十
八
条
の
五
十
三
讐
項
の
蛸
苦
碑
穀
共
時
掛
金
率
等
l
産
表
に
揚
げ
る
金
額
の
う
ち
か
ら
囲

鳥
　
′
h
j
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.
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叫

芸
地
殻
共
済
加
入
者
が
選
択
し
た
金
額
と
す
る
｡

.
1
　
前
頻
の
共
済
価
額
は
､
法
窮
百
二
十
条
の
二
十
二
空
1
項
の
主
横
大
臣
が
岳
め
る
卑
則
忙
従
S
､
当
款

働
苦
海
穀
共
済
の
琴
済
鯛
係
に
係
る
特
定
空
茶
施
設
及
び
附
帯
摘
殻
の
共
撃
貫
任
期
尚
朗
始
の
噂
に
お
け

る
価
鶴
を
基
礎
と
し
､
当
該
嫡
芸
施
設
共
済
の
共
済
廉
係
に
憤
る
確
殻
内
盤
作
物
の
生
産
資
を
勘
案
し
て
,

こ
の
町
が
定
め
る
金
額
と
す
る
｡

(
共
済
謝
金
率
)

第
八
十
八
条
の
五
十
二
　
園
芸
腐
穀
共
済
の
共
済
掛
金
率
性
'
庵
穀
区
分
(
法
華
日
二
十
束
の
二
十
三
第
1

項
の
施
設
区
分
■
を
い
う
｡
)
ご
と
及
び
･
施
設
円
座
作
物
を
共
済
目
的
と
す
る
園
芸
施
殻
共
済
と
そ
の
他
の

園
芸
施
設
共
済
と
の
別
ご
と
に
､
次
の
輩
を
合
計
し
た
も
の
と
す
る
･

1
　
第
二
条
に
規
定
す
る
区
域
の
属
す
る
地
域
に
係
る
法
第
盲
二
十
巣
の
二
+
三
竺
韻
竺
考
の
共
済

掛
金
標
準
率
甲
と
同
率

二
　
第
二
条
に
規
定
す
る
区
域
の
属
す
る
地
域
に
係
る
法
務
官
二
十
栄
の
二
十
三
竺
項
撃
毒
の
共
済

掛
金
榛
準
率
乙
と
称
率

(
蘭
書
施
設
共
済
掛
金
翠
等
1
覧
葬
の
備
壇
き
及
び
閲
覧
)

第
八
十
八
条
の
五
十
三
　
町
長
は
､
慧
蒜
設
共
済
の
共
済
掛
金
率
､
共
済
金
額
､
加
入
者
負
麺
共
済
掛
金



事r　叶

率
等
を
記
載
し
た
園
芸
施
綬
共
済
掛
金
率
等
!
常
襲
を
作
成
.
し
､
こ
れ
を
町
役
場
に
備
え
て
僅
か
を
け
れ

ば
を
ら
を
S
｡

T
t
　
町
長
は
'
前
項
に
転
げ
る
事
項
が
改
定
さ
れ
た
と
き
は
､
当
撃
単
項
を
公
示
し
浸
け
れ
ば
な
ら
を
S
｡

r
p
'
園
芸
璃
穀
共
済
加
入
者
は
t
j
い
つ
で
も
､
第
7
項
の
園
芸
施
設
共
済
掛
金
率
等
1
撃
琴
の
閲
覧
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
共
済
金
の
支
払
額
)

第
八
十
八
集
の
五
十
四
　
簡
華
禰
静
共
済
に
係
る
共
済
金
は
､
特
定
腐
芸
碗
設
ご
と
に
､
共
額
専
政
に
よ
っ

て
蘭
書
施
設
共
済
加
入
者
が
被
る
碑
等
の
額
が
1
万
円
(
当
落
特
定
園
芸
商
設
筆
に
係
る
共
済
価
頃
の
十

分
の
1
に
相
当
す
る
余
.
S
が
f
万
円
に
病
た
な
い
と
き
は
､
当
該
相
当
す
る
金
時
)
を
超
え
た
場
合
に
支

払
う
も
の
と
し
､
そ
の
膚
額
は
､
当
該
碩
害
の
鞠
に
､
共
済
金
観
の
共
済
価
格
に
対
す
.
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
金
緒
に
相
当
す
る
金
額
と
す
考
.

r
t
　
前
項
の
持
寄
の
額
は
'
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
に
つ
S
て
当
歳
各
号
に
揚
げ
る
金
額
に
当
鼓
各
物
の
共

済
事
故
に
ょ
る
損
害
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
歯
を
合
計
し
て
得
た
金
額
か
ら
束
縛
事
故
が
発
生
し
た
と

き
に
現
に
当
諌
特
定
珂
雲
施
設
等
の
う
ち
損
害
を
生
じ
た
部
分
に
つ
き
存
す
る
利
益
及
び
共
濱
事
故
の
発

生
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
益
の
全
部
又
は
1
部
を
差
し
引
い
て
碍
た
金
額
把
よ
り
､
寅
定
す
る
も
の
と
す
る
0
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1
　
特
定
園
芸
施
設
　
当
該
特
定
園
芸
棚
殻
の
価
額
で
当
該
幽
芸
碓
殻
共
蛸
の
共
靖
傭
組
の
算
定
の
基
礎

と
な
っ
た
も
の

二
　
附
.
酪
施
設
　
当
該
附
帯
施
設
打
価
親
で
当
該
蘭
芸
施
穀
共
済
の
共
済
価
観
の
算
定
の
基
礎
と
覆
っ
た

も
の

三
　
億
畿
内
農
作
物
　
当
該
園
芸
魂
穀
共
済
の
共
萌
価
税
か
ら
前
二
号
の
金
鶴
を
′
差
し
引
S
て
得
た
金
額

(
共
済
金
額
の
削
減
)

第
八
十
八
条
の
五
十
五
　
こ
の
町
は
､
歯
芸
施
設
共
済
の
共
済
金
の
支
払
に
不
足
を
生
ず
る
場
合
に
は
､
次

の
各
号
に
梅
げ
る
余
鶴
の
合
計
観
を
そ
の
支
払
に
充
て
夜
か
不
足
を
生
ず
る
場
合
に
暁
り
'
共
済
金
額
を

削
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

T
　
第
九
十
条
第
六
号
の
勘
定
拡
係
る
第
九
十
三
栄
華
1
項
の
不
足
金
て
ん
棉
準
備
金
の
金
準

二
　
第
九
十
条
第
六
号
の
勘
定
に
係
る
霧
九
十
七
条
第
二
塀
の
特
別
積
立
金
の
金
魚

r
l
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
金
嘘
の
削
戒
は
､
当
該
会
計
年
度
中
に
支
払
の
事
由
が
生
じ
た
共
済
金
観
の

す
べ
て
に
つ
S
て
.
､
行
う
も
の
と
す
る
.

第
八
十
八
条
の
五
十
六
　
こ
の
町
は
､
決
算
に
お
S
て
共
済
金
額
の
削
軌
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

は
､
仮
に
共
済
金
額
を
削
減
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
O
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(
共
済
金
の
支
払
の
免
責
等
)

第
八
十
八
条
の
五
十
七
　
次
の
壌
合
に
は
､
こ
の
町
は
､
共
済
金
の
全
部
又
は
1
部
に
つ
き
､
支
払
の
賓
め

を
免
れ
る
も
の
と
す
る
｡

!
　
園
芸
施
韓
共
済
加
入
者
が
覇
十
二
条
第
l
項
の
規
定
に
ょ
る
藩
務
を
怠
っ
た
と
き
.

二
　
園
芸
碗
鞄
兵
済
加
入
者
が
射
十
三
条
の
規
定
に
ょ
る
指
示
に
従
わ
浸
か
っ
た
と
き
〇

三
　
園
芸
嘩
殺
共
済
加
入
者
が
第
十
六
条
鰐
丁
碑
文
は
弟
二
項
の
規
定
灯
よ
る
通
知
を
怠
.
s
h
又
は
悪
意
若

し
-
壮
貰
大
を
過
失
に
よ
っ
て
不
実
の
通
知
を
し
た
と
き
｡

四
　
第
八
十
八
粂
四
十
二
軒
1
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
を
し
た
蘭
書
施
設
共
済
変
格
者
が
当
該
申
込
み

の
際
'
当
該
申
込
み
に
係
る
特
定
観
芸
砺
設
等
に
関
す
る
封
八
十
八
条
の
四
十
四
窮
1
項
竺
1
号
か
ら

第
四
号
ま
で
妊
婦
げ
る
草
案
又
は
事
項
に
つ
き
､
慈
恵
又
は
重
大
を
過
失
に
よ
っ
て
こ
れ
を
通
知
せ
ず

又
は
不
実
の
通
知
を
し
た
と
き
(
こ
の
町
が
こ
れ
を
知
っ
て
い
た
と
き
及
び
過
失
に
よ
っ
て
こ
れ
を
知

ら

な

か

っ

た

と

き

を

除

-

0

)

0

五
　
蘭
書
旅
設
共
済
加
入
者
が
綜
八
十
八
条
の
四
十
八
の
鱒
定
に
ょ
る
通
知
を
怠
り
又
は
鴬
意
若
し
く
は

葺
大
を
過
失
に
ょ
つ
て
不
実
の
通
知
を
し
た
と
き
.

.
7
　
こ
の
町
は
'
園
芸
施
設
共
済
加
入
者
が
植
物
防
疫
法
の
規
定
に
連
反
し
た
場
合
に
は
､
当
該
連
反
行
為

･

一

r
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)

の
結
果
通
常
生
ず
べ
き
損
失
の
額
に
つ
S
て
は
､
当
該
幽
芸
施
設
共
騎
加
入
者
に
対
し
て
共
済
金
の
支
払

の
義
務
を
有
し
改
S
･
o

(
共
済
舶
係
の
解
除
)

親
八
十
八
東
の
五
十
八
　
第
八
十
八
束
の
四
十
1
琳
一
塊
の
申
込
み
の
承
砧
の
当
塵
､
楓
芸
施
設
共
済
資
格

-

者
が
惑
意
若
し
-
は
塞
大
を
過
失
に
ょ
つ
て
童
宴
を
事
実
を
告
げ
ず
又
は
童
嚢
を
事
項
に
つ
き
不
実
の
こ

と
を
告
げ
た
と
き
は
､
こ
の
町
が
そ
の
事
実
を
知
り
又
は
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
夜
か
つ
五
と
き
を
除
き
(

こ
の
町
は
､
当
該
園
芸
摘
設
共
済
の
共
済
舶
係
を
将
潔
に
向
か
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
0
た
だ
し
､

同
項
の
規
定
灯
よ
る
申
込
み
の
兼
藷
の
時
か
ら
六
月
又
は
こ
の
町
が
解
除
の
原
因
を
知
っ
た
時
か
ら
T
月

を
縫
過
し
た
と
き
は
､
こ
の
限
り
で
夜
h
o

.
1
　
第
八
十
八
条
の
四
十
四
　
第
l
項
寅
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
単
項
は
､
前
項
の
重
馨
を
事
実

又
は
貴
賓
を
事
項
と
み
な
す
｡

.
Y
)
　
こ
の
町
は
､
共
済
事
故
が
生
じ
た
後
に
か
S
て
第
一
項
の
規
定
に
ょ
ゎ
園
芸
施
設
共
済
の
女
済
関
係
を
J

解
除
し
た
場
合
で
あ
つ
て
も
､
そ
の
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
貴
い
.
も
し
既
ー
に
共
済
金
を
支
払

っ
て
S
た
と
き
は
､
こ
の
町
は
そ
の
垂
蛍
を
講
演
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
た
だ
し
'
当
該
共
済
事
故
が
そ

の
告
げ
浸
か
っ
た
事
実
又
は
告
げ
た
不
実
の
こ
と
に
基
づ
か
な
い
こ
と
を
倒
裳
碗
設
共
済
加
入
者
が
準
明



∴J .A

し
た
+
)
き
は
､
こ
の
硯
少
で
夜
い
._

(
共
済
撫
係
の
失
効
)

第
八
十
八
条
の
五
十
九
　
園
芸
施
設
共
済
の
共
済
目
的
に
つ
い
て
諦
涯
又
は
相
続
そ
の
他
の
包
括
東
継
が
あ

っ
た
と
き
は
'
第
十
一
条
舞
二
項
　
(
同
条
顔
八
項
に
か
い
て
婆
用
す
る
場
合
を
含
む
.
)
　
の
規
定
に
ょ
り

康
受
人
文
は
相
続
人
そ
の
他
の
東
継
人
が
当
諌
蘭
書
施
設
共
演
舶
係
に
牌
し
譲
渡
人
又
は
被
相
続
人
そ
の

他
の
碑
蔑
継
人
の
有
す
る
権
利
義
務
を
喪
据
し
た
栃
合
を
除
き
､
当
評
園
芸
施
設
共
済
の
共
済
簡
係
は
､

そ
の
讃
渡
又
は
稗
続
そ
の
他
の
包
括
承
塵
が
あ
っ
た
と
き
か
ら
そ
の
効
力
を
失
ケ
｡

(
他
人
の
所
有
す
る
特
定
園
芸
椀
殻
又
は
附
帯
施
設
を
圃
芸
禰
穀
共
済
に
付
し
た
場
令
)
r

■

窮
八
十
八
桑
の
六
十
　
他
人
の
所
有
す
る
特
定
囲
芸
椀
設
又
は
附
帯
施
設
を
管
理
す
る
者
が
そ
の
支
払
う
こ

と
が
あ
る
べ
き
持
書
賠
償
の
た
め
そ
の
特
定
園
芸
施
設
又
は
附
帯
施
設
を
園
芸
裾
設
共
済
に
付
し
た
と
き

仕
､
当
款
特
定
園
芸
擁
殺
.
又
は
附
帯
報
殻
の
所
有
者
は
､
'
こ
の
町
に
対
し
て
直
接
に
そ
の
韓
害
の
て
ん
補

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

｢

(
共
済
■
金
支
払
額
等
の
通
知
)

第
八
十
八
条
の
六
十
1
　
こ
の
町
は
､
共
済
金
の
支
払
額
の
決
定
後
嘩
常
夜
-
､
当
該
園
芸
施
設
共
済
加
入

者
に
､
共
済
金
の
支
払
額
､
窮
ル
十
八
条
の
五
十
四
第
二
項
の
硝
害
の
輔
､
共
済
金
の
支
払
親
日
及
び
支

払
方
法
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
｡

･7⊥
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(
無
事
戻
し
)

艶
八
十
八
条
の
六
十
二
　
こ
の
町
は
､
園
芸
施
設
共
済
に
つ
い
て
､
毎
会
計
年
度
'
幽
芸
施
設
共
済
加
入
者

が
自
己
の
貴
め
に
帰
す
べ
尊
事
由
が
夜
S
の
■
に
次
の
各
号
の
一
に
試
当
す
る
廃
合
に
は
議
会
の
議
決
を
経

て
､
当
.
謬
会
計
年
度
の
前
三
会
計
年
度
閲
に
共
済
貴
任
期
尚
が
満
了
し
た
共
済
舶
係
に
係
る
加
入
者
負
趣

共
済
掛
金
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
｢
共
済
掛
金
加
入
者
負
揖
分
｣
と
S
う
｡
)
　
の
二
分
の
1
灯
相
当
す

る
金
額
(
当
該
前
三
会
計
年
度
間
に
共
済
金
の
支
払
を
受
け
又
は
当
該
会
計
年
度
の
前
二
会
計
年
度
間
に

こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
無
事
戻
金
の
支
払
卑
受
け
た
と
､
き
仕
､
当
撃
1
分
の
1
忙
相
当
す
る
金
紋
か
ら
当

款
共
済
金
及
び
当
該
無
事
戻
金
の
呑
計
金
額
を
善
し
引
い
て
得
た
金
観
)
　
を
限
度
と
し
て
､
当
該
園
芸
施

設
共
済
加
入
者
に
対
し
■
て
無
事
戻
し
を
す
る
も
の
と
す
る
｡

1
　
当
該
会
計
年
度
の
前
三
会
計
年
度
た
わ
た
り
共
済
金
の
支
払
を
受
け
･
#
S
と
重
(
当
該
会
計
年
鑑
の

前
二
会
計
年
度
闇
に
無
事
戻
金
の
音
払
卑
受
け
た
場
合
に
お
い
て
､
蛍
蕗
無
事
戻
金
の
金
額
が
共
塀
掛

金
加
入
者
負
捜
分
の
二
分
の
7
に
相
当
す
る
金
額
以
上
の
金
額
で
あ
る
と
き
を
匪
-
0
)
0

二
　
当
款
会
計
年
度
の
前
三
会
計
年
度
間
に
支
払
を
受
け
た
共
済
金
の
金
噂
が
共
済
掛
金
加
入
者
負
担
分

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
(
当
痩
会
計
年
度
の
前
二
会
計
年
度
線
に
無
事
戻
金
.
Q
支
払
を
受
け
た

と
き
仕
､
当
該
二
分
の
t
に
相
当
す
る
金
塵
か
ら
当
惑
無
筆
庚
金
の
金
鶴
を
差
し
引
S
J
で
祷
た
金
額
)



に
滴
た
な
S
と
き
O

.
1
　
こ
の
町
が
前
項
の
耕
定
に
よ
少
･
#
撃
廃
し
を
す
る
金
森
は
,
薦
九
十
条
聖
ハ
号
の
勘
定
に
係
る
親
九
十

七
条
第
二
項
の
特
別
備
立
食
の
金
額
に
烏
城
興
輿
業
共
済
組
合
連
合
会
か
ら
規
則
空
手
五
華
第
四
項
の

規
定
に
よ
･
s
l
交
付
さ
れ
た
金
哲
を
加
.
え
た
金
額
を
増
え
を
S
も
の
と
す
る
.

W
.
1
八
十
八
条
の
六
十
二
の
二
　
こ
の
町
は
､
前
席
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
,
園
芸
施
設
共
済
に
つ
い
て
､
こ

の
町
と
の
間
に
共
済
関
係
の
存
す
る
者
で
､
蔽
第
八
十
五
条
の
三
第
三
項
又
は
第
五
項
の
公
示
が
あ
っ
た

日
の
前
日
に
当
酸
移
離
組
合
と
の
間
に
共
済
幽
係
が
香
し
､
か
つ
､
そ
の
公
示
が
あ
っ
た
日
に
こ
の
町
と

の
闇
に
共
済
関
係
を
成
立
さ
せ
た
も
の
に
対
し
て
､
韓
会
の
議
決
を
経
て
､
移
譲
抱
合
と
の
間
に
存
し
た

共
済
関
係
を
こ
の
町
と
の
間
に
存
し
た
も
の
と
し
て
前
条
の
規
定
の
例
に
ょ
勿
算
定
し
た
額
を
限
度
と
し

て
無
事
戻
し
を
す
る
も
の
と
す
る
｡

r
l
　
前
条
第
二
項
l
e
･
規
定
は
､
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
0
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
前
条
第
二
項
中
｢
特
別

積
立
金
の
余
得
｣
と
あ
る
の
は
､
｢
韓
別
椅
立
金
の
金
締
(
こ
の
町
が
共
済
事
業
に
つ
き
移
譲
柏
倉
か
ら

財
竜
の
譲
渡
を
受
け
て
行
う
無
事
萌
し
に
あ
つ
て
は
､
こ
の
町
が
移
譲
組
合
か
ら
諦
渡
を
受
け
た
臥
費
の

額
を
勘
案
し
て
舞
林
水
蕗
大
臣
が
凄
め
る
金
讐
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
･

(
加
入
者
負
担
共
済
頻
金
の
分
納
)

I
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第
八
十
八
条
の
六
十
三
　
こ
の
町
は
､
園
芸
施
設
共
済
(
共
街
着
任
期
尚
が
1
年
蘭
で
あ
る
も
の
誓
槻
る
t
'
)

･
忙
係
る
加
入
者
負
担
女
帝
掛
金
に
つ
い
て
､
第
八
十
八
栄
の
五
十
範
一
視
の
規
定
忙
か
か
わ
ら
ず
､
歯
雲

施
設
共
済
加
入
者
の
申
請
に
基
づ
き
当
該
加
入
者
東
嶺
共
済
癖
金
を
二
回
に
分
割
し
て
納
付
す
る
こ
と
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

r
T
l
　
前
項
の
申
請
は
'
次
韻
の
規
定
に
ょ
る
窮
二
凶
日
の
納
付
に
つ
き
担
保
を
供
し
又
は
保
証
人
を
立
て
'

か
つ
､
こ
の
町
の
定
め
る
害
軸
を
疏
付
し
て
し
夜
け
れ
ば
怒
ら
を
h
o

.
Y
7
　
蘭
芸
施
設
共
済
加
入
者
は
-
第
-
項
の
規
定
に
ょ
少
二
回
に
分
割
し
て
納
付
す
る
こ
と
を
蕗
め
ら
れ
た

場
合
に
は
､
第
八
十
八
乗
の
四
十
四
第
二
項
の
承
諾
の
通
知
が
到
達
し
た
日
の
望
日
か
ら
醸
貸
し
て
一
週

間
以
内
に
耶
入
着
負
碑
共
済
掛
金
の
二
分
の
　
1
　
に
相
当
す
る
金
塊
を
､
第
i
回
目
の
加
入
者
負
担
共
済
掛

金
の
納
付
期
限
の
計
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
ま
で
に
そ
の
幾
額
に
相
当
す
る
金
額
を
､
そ
れ

ぞ
れ
こ
の
町
に
柳
付
し
浸
け
れ
ば
夜
ら
を
■
い
｡
J

l

瑠
　
第
1
項
の
規
定
に
よ
勿
分
割
納
付
を
認
め
ら
れ
た
威
芸
肺
設
共
済
の
共
済
責
任
新
聞
は
､
銘
八
十
八
条

の
四
十
七
第
1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
こ
の
町
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
窮
一
回
の
納
付
を
受
け
た
日

の
翌
日
か
ら
一
年
間
と
す
る
O

∫
　
第
五
条
第
四
項
の
規
定
は
､
如
三
項
の
納
付
に
つ
S
て
準
尉
す
る
｡



JLJ

占
　
第
六
条
の
規
定
は
､
第
三
項
の
納
付
融
櫨
ま
で
に
第
二
回
日
の
納
付
を
行
わ
を
い
園
芸
施
設
共
済
加
入

者
に
係
る
督
促
及
び
延
滞
金
の
徴
収
に
つ
S
て
準
用
す
る
｡

第
八
十
八
条
の
六
十
四
　
園
芸
施
設
共
済
加
入
者
が
正
当
を
理
由
が
な
い
の
に
前
条
撃
二
項
の
規
定
に
連
反

し
て
第
二
回
目
の
加
入
者
負
担
共
済
掛
金
の
納
付
を
遅
滴
し
た
と
き
は
･
､
耕
八
十
八
条
の
五
十
七
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
､
l
こ
の
町
は
､
当
該
蘭
書
施
設
共
済
加
入
者
に
対
し
て
共
済
金
の
全
部
に
つ
f
U
支
払
の
責

め

を

免

れ

る

も

の

と

す

る

｡
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第
九
十
集
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
､
同
条
第
五
号
を
雛
六
号
と
し
､
同
条
紡
四
号
の
次
に
次
の
二
万
を

加
え
る
｡

･
五
　
畑
作
物
共
済
に
舶
す
る
勘
定

第
九
十
二
条
第
1
項
窮
1
号
中
｢
又
は
果
棉
共
済
｣
を
｢
､
果
樹
共
済
又
は
畑
作
物
共
済
｣
に
改
め
.
る
.

第
九
十
三
条
第
二
l
　
項
中
｢
第
五
号
｣
を
｢
第
六
号
｣
に
改
め
､
同
条
に
次
の
1
項
を
加
え
る
｡

#
　
こ
の
町
は
､
賓
九
十
条
第
五
号
の
勘
定
に
あ
つ
て
は
､
畑
作
物
区
分
ご
と
に
､
填
会
計
年
度
の
剰
余
金

中
当
接
畑
作
物
区
分
に
係
る
畑
作
物
剰
余
金
配
分
額
　
(
当
線
勘
定
に
係
る
当
該
会
計
年
酸
の
剰
余
金
の
金

額
を
.
'
畑
作
物
区
分
ご
と
に
､
過
去
の
収
支
の
差
額
を
養
蜂
と
し
て
町
長
が
議
会
の
議
決
を
経
て
配
分
し

て
得
た
金
額
を
い
う
｡
以
下
同
じ
.
)
　
の
二
分
の
l
に
相
当
す
る
余
衛
を
当
該
勘
定
に
係
る
不
足
金
て
ん

一

　

1
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補
準
備
金
と
し
て
積
み
た
て
る
も
あ
と
す
る
O

第
九
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
｡

ゲ
　
こ
の
町
は
､
畑
作
物
共
済
に
つ
い
て
'
畑
作
物
区
外
ご
と
に
､
共
済
金
の
支
払
に
.
不
足
を
生
ず
る
場
合

に
は
､
当
該
畑
作
物
区
分
に
係
る
不
足
金
て
ん
禰
準
備
金
を
そ
の
支
払
に
充
て
る
も
の
と
す
る
.

.
第
九
十
七
条
薦
二
項
中
｢
及
び
第
五
号
｣
を
｢
又
は
第
六
号
｣
　
に
攻
め
､
同
条
に
次
の
T
寅
を
加
え
る
.

ゲ
　
こ
の
町
は
､
第
九
十
条
第
五
号
の
勘
定
に
つ
い
て
､
畑
作
物
区
分
ご
と
に
､
毎
会
計
年
度
の
剰
余
金
中

当
鋲
畑
作
物
区
分
に
係
る
畑
作
物
剰
余
金
鹿
分
衝
か
ら
不
足
金
て
ん
補
準
備
金
と
し
て
積
み
た
て
る
金
頃
を

差
し
引
い
て
得
た
金
額
を
当
該
勘
定
に
係
る
特
別
税
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
O

第
九
十
八
粂
解
七
項
を
同
乗
第
八
項
と
し
､
同
条
弟
六
項
中
｢
及
び
蘭
書
施
設
共
済
｣
を
｢
､
畑
産
物
区

分
別
の
畑
作
物
共
済
及
び
園
芸
施
静
共
演
｣
に
改
め
､
同
項
を
同
条
窮
七
項
と
し
､
同
条
窮
五
項
中
｢
及
び

法
第
九
十
六
条
｣
を
｢
並
び
に
痘
痕
九
十
六
条
及
び
法
第
九
十
六
条
の
二
第
一
項
｣
に
改
め
､
同
条
第
六
項

と
し
､
同
条
第
四
項
申
｢
第
四
号
｣
を
｢
･
&
六
号
｣
に
改
め
､
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
､
同
条
聖
二
項
の

次
に
次
の
1
　
萌
を
加
え
る
｡

ノ

ゲ
　
こ
の
町
は
､
畑
作
物
共
済
に
つ
S
て
､
畑
作
物
区
分
ご
と
に
､
共
済
金
の
支
払
に
不
足
を
生
ず
る
場
合
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で
あ
っ
て
､
当
諌
畑
作
物
区
分
に
係
る
不
足
金
て
ん
補
埠
傭
金
の
金
観
を
そ
の
支
払
に
充
て
な
か
不
足
を

生
ず
る
と
き
は
､
当
該
畑
作
物
区
分
に
係
る
特
別
椅
立
金
を
共
済
金
の
支
払
に
充
て
る
も
の
と
す
る
｡

第
首
十
条
第
7
項
中
｢
及
び
蘭
書
施
設
共
済
部
会
｣
を
｢
､
畑
作
物
共
済
部
会
及
び
濁
芸
施
設
共
済
部
会
｣

に
改
め
る
.

別
記
　
(
第
八
十
八
集
の
三
十
軸
係
)
　
を
　
｢
別
記
　
(
窮
八
十
八
乗
ゐ
g
I
十
九
関
係
)
　
｣
　
に
改
め
る
｡

?∫

_　　　　　⊥



E二

ヽ■′

伯

二
ヽ一.

別
表
第
1
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
O

別
表
第
1
　
(
窮
三
十
条
軸
係
)

農

作

物

共

済

の

共

済

掛

金

率

襲

.

l

l

-

圭

｢
キ
ト
.
I
,
.
f
科
寒
地

地

域

地
域
基
準
　
m

共
滑
掛
金

麦

谷
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別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

別
表
第
二
　
(
第
四
十
七
鼻
関
係
)

春

繭

共

済

の

共

覇

金

額

及

び

共

靖

掛

金

盛

衰

域

i
 
j
一

L

　

･

4

　

ノ

t

f



tT

)

　

　

>

　

l

･

,

t

一

l

I
 
i

附

　

則

′
　
こ
の
条
例
は
､
烏
城
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
し
､
昭
和
五
十
五
年
国
月
f
日
か
ち
適
用

す
る
｡

r
q
　
改
正
後
の
三
朝
町
巣
某
共
済
条
例
別
表
第
二
の
規
定
は
､
昭
利
五
十
五
年
産
の
も
ー
の
か
ら
適
用
す
る
も

の
と
し
､
純
利
五
十
四
年
以
前
の
年
産
の
東
南
に
つ
S
て
は
､
を
か
従
前
の
例
に
ょ
る
｡


